
 
 
 
 
 

介護保険料の算定のしくみが一部変更となります。 
令和８年度以降の保険料において、令和７年１月～12 月の老齢基

礎年金の満額支給額が 826,464 円となるよう見直されたため、第１段
階、第２段階、第４段階、第５段階の「公的年金収入金額と合計所得
金額の合計」の基準を 80.9 万円から 82.65 万円に変更しております。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

令和８年度保険料について 

介護保険料段階の基準所得金額が一部変更になります 

令和８年度 介護保険料段階表 



 
 
 

令和 7 年度の税制改正により、令和７年中収入より給与所得控除の最低
保障額が 55 万円から 65 万円へ引き上げられました。 
 

給与所得控除の最低保障額の引き上げによる影響を除くための調整を行
います。 
 
対象者とは？ 
 

令和７年中に 55.1 万円以上 190 万円未満の給与収入を得ている方 
 
調整の内容とは？ 
 
 下記の２点について、令和７年度税制改正による給与所得控除の最低保
障額引き上げの影響を受けなかったものとして保険料を算定します。 
①合計所得金額 
 税制改正の影響を受ける前の金額相当となるように計算し直します。 
 
②市町村民税の課税状況 
 税制改正の影響により非課税となった対象者は「課税」として算定します。 
 
 
※対象者のうち令和８年１月１日及び令和８年４月１日の両日に札幌市に

居住している方に対して適用されます。 
 
なぜこのような調整を行うのですか？  
 
 現在の第 9 期介護保険事業計画（令和６年度～８年度）期間内におい
て収入不足を防ぐため、令和８年度のみの措置として、国による介護保
険法施行令改正にて定められました。 
 
高額介護サービス費などの判定にも影響はありますか？ 
 

税制改正に伴う措置は令和８年度介護保険料算定に対するものだけであ
り、高額介護サービス費などのサービス利用に関する判定には適用されま
せん。 
 

【令和８年度のみ】令和７年度税制改正に伴う介護保険料の算定について 

－お問い合わせ先 各区役所保険年金課－ 
（ 発行：札幌市保健福祉局介護保険課） 


